
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
宮
城
県
公
報
発
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
私
学
文
書
課
）　

　

一

〇
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
子
ど
も
家
庭
課
）　

　

一

〇
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

一

 
規

則

　

宮
城
県
公
報
発
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
二
号

　
　
　

宮
城
県
公
報
発
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
公
報
発
行
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
宮
城
県
規
則
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
七
条
第
一
項
中
「
原
稿
」
の
下
に
「
及
び
当
該
原
稿
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他

人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処

理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。）」
を
加
え
る
。

　

第
十
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
訂
正
は
、
公
報
に
登
載
し
て
行
う
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
九
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
三
号

　
　
　

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
中
「扶

養
義
務
者
用

」
の
下
に
「（自

立
援
助
ホ
ー
ム

（法
第
６
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
児
童
自
立

生
活
援
助
事
業
を
行
う
住
居
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）に
あ
つ
て
は
，
措
置
児
童
用

）」
を
加
え
、「肢

体
不
自
由
児
施

設
通
園
部
及
び

」
を
「肢

体
不
自
由
児
施
設
通
園
部
，
自
立
援
助
ホ
ー
ム
及
び

」
に
改
め
、
同
表
備
考
１
中
「第

314

   

条
の
７

」
の
下
に
「及

び
第
314

   条
の
８

」
を
加
え
、
同
表
備
考
２�
中
「所

得
税
法

」
の
下
に
「第

78   条
第
１
項

（同
条
第
２
項
第
２
号
及
び
第
３
号
に
規
定
す
る
寄
附
金
で
あ
つ
て
，
地
方
税
法
第
314

   条
の
７
第
１
項
第
２
号
に
規

定
す
る
寄
附
金
に
該
当
す
る
も
の
を
支
出
し
た
場
合
を
除
く
。

），

」
を
加
え
、　

同
表
備
考
２�
中
「第

41   条
の
２

」
の

下
に
「，

第
41   条

の
３
の
２
第
４
項
及
び
第
５
項

」
を
加
え
、「及

び
第
41   条

の
19   の

３
第
１
項

」
を
「並

び
に
第
41   

条
の
1  9  の

５
第
１
項

」
に
改
め
、
同
表
備
考
２�
中
「租

税
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

」
を
「租

税
特
別

措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

」
に
改
め
、
同
表
備
考
３
中
「助

産
施
設

」
の
下
に
「，

フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム

（法
第
６
条
の
２
第
８
項
に
規
定
す
る
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
を
行
う
住
居
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）」を
加
え
、

同
表
備
考
７
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

７
里
親
又
は
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム
に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
及
び
母
子
生
活
支
援
施
設
に
入
所
し
て
い
る
児
童
が
，

児
童
自
立
支
援
施
設
又
は
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
に
通
所
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
通
所
に
係
る
徴
収
金
基
準

額
は
０
円
と
す
る
。

　

別
表
第
一
備
考
８�
ロ
中
「出

産
一
時
金
等

」
を
「出

産
一
時
金
そ
の
他
の

」
に
改
め
、「給

付

（
」
の
下
に
「医

学

的
管
理
の
下
に
お
け
る
出
産
に
つ
い
て
，
特
定
出
産
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
，
出
生
し
た
者
の
養
育
に
係
る

経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
の
補
償
金
の
支
払
に
要
す
る
費
用
の
支
出
に
備
え
る
た
め
の
保
険
契
約

（出
生
し
た

者
等
に
対
し
て
30,000,00

         0  円
以
上
の
補
償
金
を
支
払
う
も
の
を
い
う
。

）が
締
結
さ
れ
て
お
り
，
か
つ
，
特
定
出
産

事
故
に
関
す
る
情
報
の
収
集
，
整
理
，
分
析
及
び
提
供
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る

場
合
に
お
い
て
，
そ
の
保
険
契
約
に
係
る
保
険
料
に
相
当
す
る
額
と
し
て
支
払
わ
れ
る
も
の
を
除
く
。

」
を
加
え
、

350,00
「      0  円

390,00

」
を
「      0  円

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
の
改
正
規
定
（
同
表
備
考
の
改
正
規
定
を
除
く
。）

は
、
平
成
二
十
二
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
一
月
二
十
九
日

（1）　 平成22年１月29日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第２号　　 
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宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
四
号

　
　
　

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
平
成
五
年
宮
城
県
規
則
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
五
条
の
見
出
し
を
「（
身
体
障
害
者
生
活
訓
練
等
事
業
等
開
始
届
等
）」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
様
式
第
十

四
号
」
を
「
様
式
第
十
六
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
様
式
第
十
五
号
」
を
「
様
式
第
十
七
号
」
に
改
め
、
同
条

第
三
項
中
「
様
式
第
十
六
号
」
を
「
様
式
第
十
八
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

　

第
十
四
条
中
「
様
式
第
十
三
号
」
を
「
様
式
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

　

第
十
三
条
の
見
出
し
を
「（
身
体
障
害
者
手
帳
再
交
付
申
請
書
）」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
様
式
第
十
一
号
」
を

「
様
式
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
を
第
十
四
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
身
体
障
害
者
手
帳
返
還
届
等
）

第
十
五
条　

法
第
十
六
条
第
一
項
並
び
に
省
令
第
七
条
第
二
項
及
び
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
身
体
障
害
者
手
帳

の
返
還
は
、
様
式
第
十
三
号
の
身
体
障
害
者
手
帳
返
還
届
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２　

政
令
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
様
式
第
十
四
号
の
身
体
障
害
者
死
亡
通
知
書
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

　

第
十
二
条
の
見
出
し
を
「（
身
体
障
害
者
手
帳
居
住
地
・
氏
名
変
更
届
等
）」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
様
式
第
九

号
」
を
「
様
式
第
十
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
様
式
第
十
号
」
を
「
様
式
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十

三
条
と
す
る
。

　

第
十
一
条
の
見
出
し
を
「（
却
下
決
定
通
知
書
）」
に
改
め
、
同
条
中
「
様
式
第
八
号
」
を
「
様
式
第
九
号
」
に
改
め
、

同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

　

第
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
身
体
障
害
者
手
帳
交
付
・
記
載
事
項
変
更
通
知
書
）

第
十
一
条　

政
令
第
八
条
第
二
項
及
び
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
保
健
所
長
へ
の
通
知
は
、
様
式
第
八
号
の
身
体
障
害

者
手
帳
交
付
・
記
載
事
項
変
更
通
知
書
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

様
式
第
七
号
（
そ
の
一
表
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 
号外第２号　平成22年１月29日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

様
式
第
７
号
（
第
10条

関
係
）

　
（
そ
の
１
表
）

身
体
障
害
者
診
断
書
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
障
害
用
）

　
　
総
括
表

 
様
式
７
－
１
　

男
・
女

 
年
　
　
月
　
　
日

　
氏
　
名

　
住
　
所

�
　
障
害
名
（
部
位
を
明
記
）

交
通
・
労
災
・
そ
の
他
の
事
故
・
戦
傷
・
戦
災
・

疾
病
・
先
天
性
・
そ
の
他
（
　
　
　
　
　
　
）

�
　
原
因
と
な
っ
た

　
　
疾
病
・
外
傷
名

�
　
疾
病
・
外
傷
発
生
年
月
日
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
（
頃
）・
場
所

�
　
参
考
と
な
る
経
過
・
現
症
（
エ
ッ
ク
ス
線
写
真
及
び
検
査
所
見
を
含
む
。）

 
障
害
固
定
又
は
障
害
確
定
（
推
定
）　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

�
　
総
合
所
見
（
個
別
の
所
見
欄
用
紙
を
用
い
た
時
は
，
重
複
部
分
の
記
載
を
省
略
し
て
差
し
支
え
あ
り
ま
せ

ん
。）

 
〔
将
来
再
認
定
（
約
　
　
年
後
）
要
・
不
要
〕

�
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
合
併
症
状

　
上
記
の
と
お
り
診
断
す
る
。
併
せ
て
以
下
の
意
見
を
付
す
。

　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
　
病
院
又
は
診
療
所
の
名
称

　
　
　
所
在
地

　
　
　
診
療
担
当
科
名
　
　
　
　
　
　
　
科
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
医
師
氏
名
 

�
　

意
　
　
　
見
　
　
　
書

　
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
15条

第
３
項
の
意
見
〔
障
害
程
度
の
等
級
に
つ
い
て
も
参
考
意
見
を
記
入
〕

　
　
障
害
の
程
度
は
，
身
体
障
害
者
福
祉
法
別
表
に
掲
げ
る
障
害
に
　
・
該
当
す
る
（
　
級
相
当
）

 
　
　
　
　
・
該
当
し
な
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
注
意
　
１
　
障
害
名
に
は
現
在
起
こ
っ
て
い
る
障
害
，
例
え
ば
，
両
眼
失
明
，
両
耳
ろ
う
，
右
上
下
肢
麻
 痺
 ，

ひ

心
臓
機
能
障
害
等
を
記
入
し
，
原
因
と
な
っ
た
疾
病
に
は
角
膜
混
濁
，
先
天
性
難
聴
，
脳
卒
中
，

僧
帽
弁
膜
狭
 窄
 等
原
因
と
な
っ
た
疾
患
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

さ
く

２
　
歯
科
矯
正
治
療
等
の
適
応
の
判
断
を
要
す
る
症
例
に
つ
い
て
は
，「
歯
科
医
師
に
よ
る
診
断
書
・

意
見
書
」（
別
様
式
）
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

３
　
障
害
区
分
及
び
等
級
の
決
定
の
た
め
，
県
か
ら
改
め
て
次
ペ
ー
ジ
以
降
の
部
分
に
つ
い
て
お
問

い
合
わ
せ
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。



　

様
式
第
七
号
（
そ
の
七
）
中
「  

 
」
を
「  

 
」
に
改
め
、
同
様
式
（
そ
の
八
）

中
「６

月

」
を
「６

か
月

」
に
、「１

月

〜３
月

」
を
「１

か
月

〜３
か
月

」
に
改
め
、
同
様
式
（
そ
の
十
表
）
中
「繊

維
化

」を「線
維

化

」に
改
め
、同
様
式（
そ
の
十
一
）
中
「  

 
」
を

「  

 
」
に
改
め
、
同
様
式
（
そ
の
十
二
表
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 
シ
　
臨
床
所
見

 
シ
　
そ
　
の
　
他

先
天
性
疾
患
に
起
因
す
る
障
害

先
天
性
疾
患
に
起
因
す
る
神
経
障
害

 

（3）　 平成22年１月29日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第２号　　 



号外第２号　平成22年１月29日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）

　（その12表）

 　　　　年　　　　月　　　　日　

　小腸の機能障害の状況及び所見 氏名：　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　体重減少率　　　　　　％
　　　身　長　　　　　�　　体　重　　　　　�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（観察期間　　　　　　　　）

１　小腸切除の場合（参考図示）

　　　　　　　切除部位　

　　　　　　　病変部位

長さ �切除小腸の部位

�　
手術
所見

長さ �残存小腸の部位

手術施行医療機関名

 （できれば手術記録の写しを添付する。）

�　小腸造影所見（�が不明のとき，小腸造態の写しを添付する。）

　推定残存小腸の長さその他の所見

２　小腸疾患の場合
　病変部位，範囲その他の参考となる所見

 （注）１及び２が併存する場合は，その旨を併記すること。

５　検査所見

　（測定日　　　　年　　　　月　　　　日）

３　栄養維持の方法（該当項目に〇をする。）

　�　中心静脈栄養法

 ／�赤 血 球 数 年　　月　　日・　開 始 日 

 g／dl血 清 総 蛋 白 濃 度
たん

・　カテーテル留置部位 

 �／dl血 清 総 コ レ ス テ ロ ー ル 濃 度・　装 具 の 種 類 

 mEq／l血 清 ナ ト リ ウ ム 濃 度（最近６か月間に  日間）・　最近６か月間の実施状況

 mEq／l血 清 ク ロ ー ル 濃 度（持続的・間 歇 的）
けつ

・　療 法 の 連 続 性 

 mEq／l血 清 カ ル シ ウ ム 濃 度（１日当たり Kcal）・　熱 量 

 g／dl血 色 素 量　�　経腸栄養法

 g／dl血 清 ア ル ブ ミ ン 濃 度 年　　月　　日・　開 始 日 

 �／dl中 性 脂 肪・　カテーテル留置部位 

 mEq／l血 清 カ リ ウ ム 濃 度（最近６か月間に  日間）・　最近６か月間の実施状況

 mEq／l血 清 マ グ ネ シ ウ ム 濃 度（持続的・間 歇 的）
けつ

・　療 法 の 連 続 性 

（１日当たり Kcal）・　熱 量 

　�　経口摂取

（普通食・軟食・流動食・低残 渣 食）
さ

・　摂取の状態

（普通量・中等量・少量）・　摂　取　量

下痢・軟便・正常
４　便の性状

排便回数（１日　　回）

　記入上の留意点は，裏面の（注）を参照すること。

 個別所見欄用紙　様式７－12



　

様
式
第
七
号
（
そ
の
十
二
裏
）
中
「６

月

」
を
「６

か
月

」
に
改
め
、
同
様
式
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

 
（5）　 平成22年１月29日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第２号　　 

（
そ
の
15表

）

肝
臓
の
機
能
障
害
の
状
況
及
び
所
見

１
　
肝
臓
機
能
障
害
の
重
症
度
 

氏
名
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
注
１
　
90日

以
上
180日

以
内
の
期
間
を
お
い
て
実
施
し
た
連
続
す
る
２
回
の
診
断
・
検
査
結
果
を
記
入
す
る
こ
と
。

　
注
２
　
点
数
は
，
C
hild-P

ugh 分
類
に
よ
る
点
数
を
記
入
す
る
こ
と
。

　
　
（
C
hild-P

ugh 分
類
）

注
３
　
肝
性
脳
症
の
昏
睡
度
分
類
は
，
1981年

に
開
催
さ
れ
た
犬
山
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
示
さ
れ
た
と
こ
ろ

に
よ
る
。

注
４
　
腹
水
は
，
原
則
と
し
て
超
音
波
検
査
，
体
重
の
増
減
及
び
 穿
 刺
に
よ
る
排
出
量
を
勘
案
し
て
見
込
ま
れ
る

せ
ん

量
が
概
ね
１
�
以
上
を
軽
度
，
３
�
以
上
を
中
程
度
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
，
小
児
等
の
体
重
が
概
ね
40
�

以
下
の
者
に
つ
い
て
は
，薬
剤
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
可
能
な
も
の
を
軽
度
，薬
剤
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
で
き
な
い
も
の
を
中
程
度
以
上
と
す
る
。

２
　
障
害
の
変
動
に
関
す
る
因
子

　３
　
肝
臓
移
植

注
５
　
肝
臓
移
植
を
行
っ
た
者
で
あ
っ
て
，
抗
免
疫
療
法
を
実
施
し
て
い
る
者
は
，
１
，
２
及
び
４
の
記
載
を
省

略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

個
別
所
見
欄
用
紙
　
様
式
７
－
15

３
点

２
点

１
点

昏
睡
（
Ⅲ
以
上
）

軽
度
（
Ⅰ
又
は
Ⅱ
）

な
し

肝
性

脳
症

中
程
度
以
上

軽
度

な
し

腹
水

2.8 g/�
未
満

2.8～
3.5 g/�

3.5 g/�
超

血
清
ア
ル
ブ
ミ
ン
値

40％
未
満

40～
70％

70％
超

プ
ロ
ト
ロ
ン
ビ
ン
時
間

3.0
�
/�
超

2.0～
3.0
�
/�

2.0
�
/�
未
満

血
清
総
ビ
リ
ル
ビ
ン
値

第
２
回
検
査

第
１
回
検
査

〇
　
・
　
×

〇
　
・
　
×

180日
以
上
ア
ル
コ
ー
ル
を
摂

取
し
て
い
な
い

〇
　
・
　
×

〇
　
・
　
×

改
善
の
可
能
性
の
あ
る
積
極
的

治
療
を
実
施

 
年
　
　
　
月
　
　
　
日

実
施
年
月
日

有
　
・
　
無

肝
臓
移
植
の
実
施

有
　
・
　
無

抗
免
疫
療
法
の
実
施

検
査
日
（
第
２
回
）

検
査
日
（
第
１
回
）

 
年
　
　
月
　
　
日

 
年
　
　
月
　
　
日

点
　
数

状
　
　
態

点
　
数

状
　
　
態

な
し
・
Ⅰ
・
Ⅱ
・

Ⅲ
・
Ⅳ
・
Ⅴ

な
し
・
Ⅰ
・
Ⅱ
・

Ⅲ
・
Ⅳ
・
Ⅴ

肝
性

脳
症

な
し
・
軽
度
・

中
程
度
以
上

な
し
・
軽
度
・

中
程
度
以
上

腹
水

概
ね
 

�
概
ね
 

�

 
g/�

 
g/�

血
清
ア
ル
ブ
ミ
ン
値

 
％

 
％

プ
ロ
ト
ロ
ン
ビ
ン
時
間

 
�
/�

 
�
/�

血
清
総
ビ
リ
ル
ビ
ン
値

 
点

 
点

合
計
点
数

有
　
・
　
無

有
　
・
　
無

３
点
項
目
の
有
無

（
血
清
ア
ル
ブ
ミ
ン
値
，プ
ロ
ト
ロ
ン
ビ
ン

時
間
又
は
血
清
総
ビ
リ
ル
ビ
ン
値
）



　

様
式
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

号外第２号　平成22年１月29日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （6）
（
そ
の
15裏

）

４
　
補
完
的
な
肝
機
能
診
断
，
症
状
に
影
響
す
る
病
歴
及
び
日
常
生
活
活
動
の
制
限

有
　
・
　
無

血
清
総
ビ
リ
ル
ビ
ン
値
5.0
�
/�
以
上

補
完
的
な
肝
機
能
診
断

 
年
　
　
　
月
　
　
　
日

検
査
日

有
　
・
　
無

血
中
ア
ン
モ
ニ
ア
濃
度
150
�
/�
以
上

 
年
　
　
　
月
　
　
　
日

検
査
日

有
　
・
　
無

血
小
板
数
50,000/�

以
下

 
年
　
　
　
月
　
　
　
日

検
査
日

有
　
・
　
無

原
発
性
肝
が
ん
治
療
の
既
往

症
状
に
影
響
す
る
病
歴

 
年
　
　
　
月
　
　
　
日

確
定
診
断
日

有
　
・
　
無

特
発
性
細
菌
性
腹
膜
炎
治
療
の
既
往

 
年
　
　
　
月
　
　
　
日

確
定
診
断
日

有
　
・
　
無

胃
食
道
静
脈
 瘤
 治
療
の
既
往

り
ゅ
う 

年
　
　
　
月
　
　
　
日

確
定
診
断
日

有
　
・
　
無

現
在
の
Ｂ
型
肝
炎
又
は
Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
の
持
続
的
感
染

 
年
　
　
　
月
　
　
　
日

最
終
確
認
日

有
　
・
　
無

１
日
１
時
間
以
上
の
安
静
 臥
 床
を
必
要
と
す
る
程
度
の
強
い

が

 倦
 怠
感
及
び
易
疲
労
感
が
月
７
日
以
上
あ
る

け
ん

日
常
生
活
活
動
の
制
限

有
　
・
　
無

１
日
に
２
回
以
上
の
 嘔
 吐
又
は
30分

以
上
の
吐
き
気
が
月

お
う

に
７
日
以
上
あ
る

有
　
・
　
無

有
痛
性
筋
け
い
れ
ん
が
１
日
に
１
回
以
上
あ
る

 
個

該
　
当
　
個
　
数

有
　
・
　
無

補
完
的
な
肝
機
能
診
断
又
は

 症
状
に
影
響
す
る
病
歴
の
有
無



　

様
式
第
十
六
号
中
「様

式
第
16   号

（第
15   条

関
係

）」
を
「様

式
第
16   号

（第
17   条

関
係

）」
に
改
め
、
同
様
式
を
様

式
第
十
八
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
五
号
中
「様
式
第
15   号

（第
15   条

関
係

）」
を
「様

式
第
15   号

（第
17   条

関
係

）」
に
改
め
、
同
様
式
を
様

式
第
十
七
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
四
号
中
「様

式
第
14   号

（第
15   条

関
係

）」
を
「様

式
第
14   号

（第
17   条

関
係

）」
に
改
め
、
同
様
式
を
様

式
第
十
六
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
三
号
中
「様

式
第
13   号

（第
14   条

関
係

）」
を
「様

式
第
13   号

（第
16   条

関
係

）」
に
改
め
、
同
様
式
を
様

式
第
十
五
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
二
号
中
「様

式
第
12   号

（第
13   条

関
係

）」
を
「様

式
第
12   号

（第
15   条

関
係

）」
に
改
め
、
同
様
式
を
様

式
第
十
三
号
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

 

（7）　 平成22年１月29日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第２号　　 
様
式
第
８
号
（
第
11条

関
係
）

 
第
　
　
　
　
　
号
　
　

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

身
体
障
害
者
手
帳
交
付
・
記
載
事
項
変
更
通
知
書

　
保
健
所
長
　
殿

 
福
祉
事
務
所
長
　
　
　
　
　
　
　
印
　

 
町

村
長

 
　
　
　
　
　
　
　
印
　

　
下
記
の
と
お
り
身
体
障
害
者
手
帳
　
 

　
さ
れ
た
の
で
，
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和

25年
政
令
第
78号

）　
 

　
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
ま
す
。

記

　
　
　
　
　
　
　
現

児
童
氏
名

 
 

年
　
　
月
　
　
日
生
　

　
　
　
　
　
　
　
旧

　
　
　
　
　
　
　
現

居
　
住
　
地
 

　
　
　
　
　
　
　
旧

　
　
　
　
　
　
　
現

保
護
者
氏
名
 

年
　
　
月
　
　
日
生
　

　
　
　
　
　
　
　
旧
 

続
柄
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
現

居
　
住
　
地
 

　
　
　
　
　
　
　
旧

身
体
障
害
者
手
帳
交
付
年
月
日

（
変
更
届
受
理
年
月
日
）　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
身
体
障
害
者
手
帳
番
号

 

　
障
害
名
及
び
等
級

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
種
　
　
　
級

を
交

付
の
記
載
事
項
が
変
更

第
８
条
第
２
項

第
11

条



　

様
式
第
十
一
号
中
「様

式
第
11   号

（第
13   条

関
係

）」
を
「様

式
第
11   号

（第
14   条

関
係

）」
に
改
め
、
同
様
式
を
様

式
第
十
二
号
と
す
る
。

　

様
式
第
十
号
中
「様
式
第
10   号

（第
12   条

関
係

）」
を
「様

式
第
10   号

（第
13   条

関
係

）」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式

第
十
一
号
と
す
る
。

　

様
式
第
九
号
中
「様

式
第
９
号

（第
12   条

関
係

）」
を
「様

式
第
９
号

（第
13   条

関
係

）」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式

第
十
号
と
し
、
様
式
第
八
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

 

号外第２号　平成22年１月29日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （8）
様
式
第
14号

（
第
15条

関
係
）

 
第
　
　
　
　
　
号
　
　

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

身
体
障
害
者
死
亡
通
知
書

　
宮
城
県
知
事
　
殿

 
福
祉
事
務
所
長
　
　
　
　
　
　
　
印
　

 
町

村
長

 
　
　
　
　
　
　
　
印
　

　
下
記
の
者
に
つ
い
て
，　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
を
も
っ
て
そ
の
死
亡
が
確
認
さ
れ
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

記

氏
　
　
　
名

居
　
住
　
地

生
年
月
日

 
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
備
考
　
当
該
身
体
障
害
者
の
死
亡
を
確
認
で
き
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
。

交
付
年
月
日

手
帳
番
号

死
亡
年
月
日

障
害

名



　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
前
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
様
式
で
取
扱
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て

は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

（9）　 平成22年１月29日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第２号　　 
様
式
第
９
号
（
第
12条

関
係
）

 
宮
城
県
（
　
　
）
指
令
第
　
　
号
　
　

却
　
下
　
決
　
定
　
通
　
知
　
書

 
住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
で
申
請
の
あ
り
ま
し
た
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
24年

法
律
第
283号

）
に

よ
る
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
に
つ
い
て
は
，
下
記
の
理
由
に
よ
り
却
下
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
の
で
通
知
し
ま

す
。

　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

 
宮
城
県
知
事
　
　
　
　
　
　
　
�
　

記

（
却
下
の
理
由
）

　
（
教
示
）

１
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
60

日
以
内
に
，
宮
城
県
知
事
に
対
し
て
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

２
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６

か
月
以
内
（
こ
の
処
分
に
つ
い
て
の
異
議
申
立
て
を
行
っ
た
場
合
に
は
，
異
議
申
立
て
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を

知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
）
に
，
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台
地
方
裁
判
所
に
こ
の
処
分
に

つ
い
て
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。


